
岩 手 県 立 福 岡 工 業 高 等 学 校 同 窓 会 会 則

第 １ 章 総 則

第 １ 条 本 会 は 、 岩 手 県 立 福 岡 工 業 高 等 学 校 同 窓 会 と 称 し 、 事 務 局 を 本 校 内

に 置 く 。

第 ２ 条 本 会 は 、 会 員 相 互 の 親 睦 と 知 識 の 向 上 を 図 り 、 併 せ て 母 校 と の 連 絡

を 緊 密 に し 、 そ の 進 展 に 努 め る こ と を 目 的 と す る 。

第 ３ 条 本 会 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を 行 う 。

１ ． 名 簿 、 会 報 の 発 行

２ ． 母 校 の 後 援 に 関 す る 事 項

３ ． 講 演 会 の 開 催

４ ． そ の 他 、 適 当 と 認 め る 事 項

第 ２ 章 組 織 ・ 役 員

第 ４ 条 本 会 は 、 次 の 会 員 を も っ て 組 織 す る 。

１ ． 正 会 員 福 岡 工 業 高 等 学 校 卒 業 生 、 並 び に 在 学 し た も の

で 理 事 会 の 承 認 を 得 た も の 。

２ ． 準 会 員 福 岡 工 業 高 等 学 校 在 学 者

３ ． 賛 助 会 員 母 校 現 職 員 及 び 旧 職 員 。

４ ． 名 誉 会 員 理 事 会 で 推 薦 を 得 た も の 。

第 ５ 条 本 会 に 次 の 役 員 を 置 く 。

１ ． 会 長 １ 名 正 会 員 よ り 互 選 す る 。

２ ． 副 会 長 若 干 名 上 に 同 じ

３ ． 理 事 ２ ０ 名 岩 手 県 ま た は 、 青 森 県 在 住 の 正 会 員 の

中 か ら 互 選 す る 。

４ ． ｸ ﾗ ｽ評 議 員 若 干 名 各 期 、 各 ク ラ ス よ り １ 名 互 選 す る 。

５ ． 顧 問 若 干 名 会 員 よ り 理 事 会 の 承 認 を 得 て 、 会 長 が

委 嘱 す る 。

６ ． 監 事 若 干 名 正 会 員 よ り 互 選 す る 。

第 ６ 条 役 員 の 任 期 は 、 次 の 通 り と す る 。

本 会 の 役 員 の 任 期 は 、 顧 問 を 除 き ２ 年 と し 、 総 会 に お い て 選 出 す る 。

但 し 、 補 欠 役 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

第 ３ 章 会 務

第 ７ 条 本 会 役 員 の 任 務 は 、 次 の 通 り と す る 。

１ ． 会 長 本 会 を 代 表 し 、 会 務 の 処 理 と 総 会 お よ び 理 事 会

を 召 集 す る 。

２ ． 副 会 長 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 事 故 あ る 場 合 は そ の 任 務 を

代 行 す る 。

３ ． 理 事 総 会 お よ び 臨 時 総 会 の 議 決 事 項 を 執 行 し 、 会 員



と 本 会 の 連 絡 を 図 る 。

４ ． ｸ ﾗ ｽ評 議 員 各 ク ラ ス の 会 員 の 連 絡 場 所 を 把 握 し 、 本 会 と の

連 絡 を 図 る

５ ． 顧 問 本 会 の 諮 問 に 応 じ 、 会 の 指 導 相 談 に 当 た る 。

６ ． 監 事 会 計 の 監 査 を す る 。

７ ． 会 務 の 代 行 会 長 は 、 会 務 の 処 理 に あ た っ て そ の 一 部 を 校 長

に 代 行 さ せ る こ と が で き る 。

校 長 が 代 行 で き る 事 務 は 、 つ ぎ の と お り と す る 。

（ １ ） 会 務 処 理 に 必 要 な 起 案 文 書 の 決 裁 に 関 す る こ と 。

（ ２ ） 予 算 の 範 囲 内 に お け る 支 出 事 務 に 関 す る こ と 。

第 ４ 章 機 関

第 ８ 条 本 会 の 機 関 は 、 総 会 お よ び 理 事 会 と す る 。 た だ し 、 準 会 員 は 参 加

せ ず 。

第 ９ 条 総 会 の 期 日 は 、 年 １ 回 ５ 月 に 開 催 す る 。 た だ し 、 緊 急 を 要 す る 場

合 に は 、 理 事 会 の 承 認 を 得 て 、 臨 時 総 会 を 開 催 す る こ と が で き る 。

第 １ ０ 条 理 事 会 は 、 本 会 の 執 行 機 関 と し 随 時 こ れ を 開 催 し 得 る も の と す る 。

第 １ １ 条 両 会 の 議 決 は 、 出 席 人 員 の 過 半 数 を も っ て 決 定 す る 。

第 １ ２ 条 総 会 に お い て 行 う べ き 事 項 は 、 次 の 通 り と す る 。

１ ． 事 業 計 画 に 関 す る 事 項

２ ． 予 算 ・ 決 算 に 関 す る 事 項

３ ． 会 則 の 改 正 に 関 す る 事 項

４ ． 役 員 の 改 選 に 関 す る 事 項

５ ． そ の 他 理 事 会 に お い て 、 総 会 に 附 議 す る 必 要 と 認 め た 事 項

第 １ ３ 条 理 事 会 に お い て 協 議 す べ き 事 項 は 、 次 の 通 り と す る 。

１ ． 総 会 に 関 す る 事 項

２ ． 予 算 編 成 に 関 す る 事 項

３ ． 決 算 に 関 す る 事 項

４ ． そ の 他 緊 急 を 要 す る 事 項

第 １ ４ 条 本 会 は 、 会 員 の 希 望 に よ り 支 部 を 置 く こ と が で き る 。 そ の 会 則 は

支 部 毎 に 定 め 、 事 務 局 に 届 け 出 る こ と 。

第 ５ 章 基 本 金 お よ び 経 常 費

第 １ ５ 条 本 会 の 会 費 は 、 終 身 会 費 と し て 、 １ ０ ， ８ ０ ０ 円 と す る 。 尚 、 昭

和 ４ ７ 年 度 卒 業 以 前 の 正 会 員 は 、 終 身 会 費 不 足 金 １ ， ０ ０ ０ 円 を 納

入 す る も の と す る 。
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第 １ ６ 条 会 費 は 、 準 会 員 中 に 月 額 ３ ６ ０ 円 （ 年 １ ０ 回 で 納 入 ） を 前 納

す る も の と す る 。

第 １ ７ 条 １ 項 本 会 の 経 常 費 は 、 会 費 お よ び 寄 付 金 そ の 他 事 業 の 収 入 を も っ て

あ た る 。 た だ し 、 経 常 費 に 不 足 を 生 じ た 場 合 は 、 理 事 会 の 承 認 を 得

て 基 本 金 よ り 補 て ん す る こ と が で き る 。

２ 項 基 本 金 の 使 途 に つ い て は 理 事 会 で 協 議 し 総 会 に お い て 決 定 す る 。

第 １ ８ 条 本 会 の 所 有 の 現 金 は 、 本 会 長 名 義 を も っ て 預 金 す る も の と す る 。

第 １ ９ 条 毎 年 度 の 収 支 決 算 は 、 監 査 の 結 果 を 理 事 会 の 承 認 を 経 て 、 総 会 の

際 に 報 告 す る も の と す る 。

第 ２ ０ 条 会 計 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 に 始 ま り ３ 月 に 終 わ る も の と す る 。

第 ２ １ 条 本 会 に 寄 付 が あ っ た 場 合 は 、 経 常 費 に 繰 り 入 れ る も の と す る 。

第 ２ ２ 条 本 会 は 、 次 の 帳 簿 を 備 え て 置 く も の と す る 。

１ ． 基 本 金 会 計 簿

２ ． 経 常 費 会 計 簿

３ ． 本 会 記 録 簿

４ ． 会 員 名 簿

附 則

１ ． 本 会 則 は 、 昭 和 ４ ２ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。

２ ． 卒 業 時 の 納 入 金 は 、 昭 和 ４ １ 年 度 卒 業 生 ８ ４ ０ 円 、 昭 和 ４ ３ 年 度 卒 業 生

４ ８ ０ 円 、 昭 和 ４ ７ 年 度 卒 業 生 ８ ８ ０ 円 、 昭 和 ４ ８ 年 度 卒 業 生 ６ ４ ０ 円

と す る 。

３ ． 本 会 則 は 、 昭 和 ５ ９ 年 ４ 月 １ 日 よ り 有 効 で あ る 。

４ ． 本 会 則 は 、 昭 和 ６ ２ 年 ４ 月 １ 日 よ り 有 効 で あ る 。

５ ． 本 会 則 は 、 昭 和 ６ ３ 年 ５ 月 ２ １ 日 よ り 有 効 で あ る 。

６ ． 本 会 則 は 、 平 成 ６ 年 ５ 月 ３ ０ 日 よ り 有 効 で あ る 。

７ ． 本 会 則 は 、 平 成 ９ 年 ５ 月 ２ ６ 日 よ り 有 効 で あ る 。

８ ． 本 会 則 は 、 平 成 １ ４ 年 ５ 月 ２ 日 よ り 有 効 で あ る 。

９ . 本 会 則 は 、 平 成 １ ９ 年 ５ 月 ２ 日 よ り 有 効 で あ る 。

1 0 . 本 会 則 は 、 平 成 ２ ２ 年 ５ 月 １ 日 よ り 有 効 で あ る 。


